
テンプスタッフフォーラム カスタマーハラスメントに対する方針 

 

当社では、お客様から社会通念を超えた要求や言動があった場合には、当社の事業に関連し

てはたらく人（以下「就業者」といいます）の人権や安全な就業環境が脅かされるとともに、

お客様にも十分なサービスが提供できなくなる可能性があり、これは当社やそのステーク

ホルダーにとって重大な問題であると認識しております。 

当社は、就業者の人権を尊重し、カスタマーハラスメントから就業者を守り、カスタマーハ

ラスメントに該当する行為を放置せず、組織として毅然とした対応を行い、就業者が安心し

てはたらける就業環境を実現するため、「カスタマーハラスメントに対する方針」を以下の

とおり策定いたします。 

 

1. カスタマーハラスメントの定義 

当社は、カスタマーハラスメントを、「顧客または取引先等を含む第三者から就業者に対し

て行われる、社会通念上相当な範囲を超える要求や著しい迷惑行為により、就業者の人権ま

たは就業環境を害するもの」と考えます。 

具体的には、以下の各行為が該当しますが、これらに限られるものではありません。 

・暴力、暴言、侮辱的・脅迫的な発言 

・各ハラスメント行為（性的、差別的、プライバシー侵害等を含む） 

・サービス利用者である地位を濫用した攻撃的なコミュニケーション 

・過度の要求 

・⾧時間または繰り返しの、執拗な電話・メール・チャット等による問い合わせ 

・インターネットや SNS における悪質な誹謗中傷 

・社会通念を超える要求 

・実現不可能な要求 

 

2. カスタマーハラスメントへの対応と取り組み 

当社は、カスタマーハラスメントに該当する行為があった場合、本方針に沿って、組織とし

て毅然とした対応を行います（悪質な行為等については、外部専門家等に相談の上、厳正に

対処いたします）。また、本方針の実効性を確保するため、以下のような取り組みを推進し

ます。 

 

 

 

 

 



＜今後に向けた取り組み例＞ 

・就業者のための相談窓口の設置を含む対応体制の整備 

・カスタマーハラスメント発生時の対応方法・マニュアルの作成、就業者への周知 

・カスタマーハラスメントに関する就業者への教育・研修 

・再発防止のための取り組み 

・契約書・約款等の見直し 
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